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  法：地方税法（昭和 25 年法律第 226 号） 
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「免税軽油使用者証交付申請書」を提出する。 

免税証を指定販売業者に提出し、免税軽油を購入する。 

「免税証」の交付を受ける。 

「免税証交付申請書」を提出する。 

「免税軽油使用者証」の交付を受ける。 

免税軽油の使用実績を報告し、有効期間の過ぎた免税証については返納する。 

2 ページ「免税軽油使用者と

なるためには」を参照 

 

4 ページ「免税証の交付を受

けるためには」を参照 

6 ページ「免税証の

使用実績報告及び

未使用の免税証の

返納処理」を参照 

はじめに 

 

軽油を使用する場合は、いかなる用途に使用するかに関わらず、原則として、

軽油引取税を負担していただいています。 

しかし、特に政策的配慮等の観点から、船舶（いわゆるプレジャーボートを除

く。）又は特定の機械の動力源の用途など、法で定められた特定の用途に使用する

軽油については、課税を免除することができるとされています。 

この冊子は、免税軽油を使用するために必要な手続等をまとめてありますので、

ご覧の上、所定の手続を行ってください。 

なお、ご不明な点がございましたら所管の都税事務所又は支庁（以下「都税事

務所等」といいます。）の軽油引取税担当者にお問い合わせください。 

令和 6 年 10 月から eLTAX を用いた電子申告・申請や電子納税が可能となりまし

た。詳細は eLTAX ホームページ（外部サイトへリンク）をご確認ください。 

 

免税となる軽油を使用するためには 

 

免税となる軽油を使用するためには、まず「免税軽油使用者」になり、そのう

えで「免税証」の交付を受けなければなりません。 

免税軽油を使用するために必要な手続の一連の流れは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eltax.lta.go.jp/news/10432


 2 

 

免税軽油使用者となるためには 

 

 

  免税軽油使用者に該当するための要件等 

 

免税軽油使用者として認定されるためには、申請を行う方の「事業内容」、「機

械の使用場所」、「軽油の用途」及び「機械の種類」等が法令に規定された要件

に該当していなければなりません。その確認は、提出された申請書等の記載内

容の審査及び現地調査により行います。 

したがって、法令に規定されている要件に該当しない方が使用される軽油は、

すべて課税軽油となります。 

なお、法令において定められている免税軽油使用者に該当する業種及び軽油

の用途は 35～38 ページのとおりです。 

 

 

  免税軽油使用者になるための申請手続 

 

   免税軽油使用者証の交付申請に必要な書類等 

 

◎ 免税軽油使用者になるためには、「免税軽油使用者証交付申請書」（以下「使

用者証交付申請書」といいます。）（13､14 ページ）により行うことになりま

すが、申請の際にはその他、免税要件に該当することを証する書類を添付し

ていただきます。→ 法第 144 条の 21 第 1 項、第 2 項、施行令第 43 条の 15 

詳しくは、12 ページ記載の「免税軽油使用者証交付申請時に必要な添付書

類」をご覧ください。 

 

◎ また、申請者の方には、施行令第 43 条の 15 第 15 項に規定する「免税軽油

使用者証及び免税証の不交付事由」に該当しない旨を誓約していただくため、

15 ページに掲げた「誓約書」を提出していただきます。 

なお、法人にあってはその役員（監査役も含む。）も対象となります。 

   （16 ページ「役員の住所・氏名一覧表」を提出していただきます。） 
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 第 1 号 免税軽油使用者が前項第 1 号から第 4号までのいずれかに該当するに至った 

とき。 

 第 2 号 免税軽油使用者が法第 144 条の 27 第 1 項の規定に違反して報告書を提出しない

とき。 

第 3 号 前 2 号に掲げるときのほか、免税証を交付することが軽油引取税の取締り又は

保全上特に不適当と認めるとき。 

なお、提出いただいた住所、氏名等の個人情報は法第 22 条（秘密漏えいに

関する罪）の規定に違反しないよう、適正に保護、管理いたします。 

 【免税軽油使用者証の「不交付事由」（施行令第 43 条の 15 第 15 項）】 

 

  第 1号 免税軽油使用者が地方税に関する法令の規定に違反したことにより法第 144条の

21 第 4 項の規定により免税軽油使用者証及び免税証の返納を命ぜられ、その日から

起算して 2 年を経過しない者であるとき。 

第 2 号 免税軽油使用者が国税又は地方税の滞納処分を受け、その滞納処分の日から起算

して 2 年を経過しない者であるとき。 

第 3号 免税軽油使用者が国税若しくは地方税に関する法令の規定により罰金以上の刑に

処せられ、又は国税通則法第 157 条第 1 項、関税法第 138 条第 1 項（とん税法第 14

条及び特別とん税法第 12 条において準用する場合を含む。）若しくは法第 22 条の 28

第 1 項の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは

執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から起算して 3 年

を経過しない者であるとき。 

第 4 号 免税軽油使用者が法人であって、その役員のうちに前 3 号のいずれかに該当する

者があるとき。 

第 5 号 前各号に掲げるときのほか、免税軽油使用者証を交付することが軽油引取税の取

締り又は保全上特に不適当と認めるとき。 

 

【免税証の「不交付事由」（施行令第 43 条の 15 第 16 項）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   申請書類等の提出先 

 

◎ 使用者証交付申請書等の提出は、免税軽油を使用する事務所所在地を所管

する都税事務所等にお願いします。 

    → 法第 144 条の 21 第 1 項 

なお、都税事務所等の所在地につきましては 40、41 ページをご覧ください。 
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  免税軽油使用者証の交付 

 

◎ 「免税軽油使用者証」（以下「使用者証」といいます。）（18､19 ページ）は、

「使用者証交付申請書」（13、14 ページ）及び添付書類の記載内容の精査等

により、免税軽油使用者に該当すると認めた場合に交付いたします。交付は

申請日から概ね６開庁日後になります。 

受領の際には、「免税軽油使用者証受領書」（20 ページ）を提出してくださ

い。 

 

   免税軽油使用者証の有効期間 

 

  ◎ 使用者証の有効期間は３年を超えない範囲で設定します。（令和６年の法改

正によって有効期間は最長でも令和９年 3 月 31 日までとなっています。） 

    有効期間が終了したときは、「使用者証」と「免税軽油使用者証返納書」（「免

税軽油使用者証受領書」と同一様式。32 ページ参照）を提出してください。 

    → 施行令第 43 条の 15 第 6 項 

また、有効期間終了後も引き続き免税軽油を使用する場合は、新規申請時

と同様の手続を有効期間の終了する前に行ってください。 

 

免税証の交付を受けるためには 

 

   免税証の交付申請手続 

  

   免税証の交付申請に必要な書類等 

 

◎ 「免税証」（23 ページ）の交付申請は、「免税証交付申請書」（21 ページ）

により行うことになりますが、申請の際には次に掲げる書類を添付してくだ

さい。→ 施行令第 43 条の 15 第 7 項 

   ① 使用者証（18､19 ページ） 

   ② 免税証所要数量算出計算書（22 ページ） 

※ 「とび・土工工事業」の場合は「工事予定表及び機械の使用予定表（任

意様式）」もあわせて提出してください。 

 ご不明な点は、所管の都税事務所等にご相談ください。 
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   申請書類等の提出先 

 

「免税証交付申請書」は、軽油を購入する販売業者の名称及び必要とする免

税証の数量・種類などを記載し、使用者証の交付を受けた都税事務所等に提出

してください。 

免税証は、申請書に記載された数量等が適当であれば、申請を行った都税事

務所等から申請日より概ね６開庁日後に交付されますので、受領した際は「免

税証受領書」（24 ページ）を提出してください。 

 

免税証の使用方法及び有効期間 

 

 

  免税証の使用方法 

 

◎ 免税証による免税軽油の引取りは、その有効期間内に免税証に記載された

販売業者から免税証と引き換えに行わなければなりません。 

ただし、免税証が余った場合は、交付を受けた都税事務所等に遅滞なく返

納してください。 

  → 6 ページ「未使用の免税証の返納処理」を参照してください。 

 

◎ 免税証は印字された番号順に使用してください。 

 

◎ 免税証に記載された数量のとおりに、免税軽油の引取りを行ってください。 

 

◎ 販売業者などに免税証を一括して提出することは、免税証の紛失及びトラ

ブルの原因にもなりますので原則として行わないでください。 

 

  免税証の有効期間 

 

◎ 免税証の有効期間は、1 年を超えない範囲で設定し、交付いたします。 

有効期間外に当該免税証により軽油を引取ることは、無効な免税証による

引取りとなり、免税にはなりませんので注意してください。 
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免税証の使用実績報告及び未使用の免税証の返納処理 

 

 

  免税証の使用実績報告 

 

◎ 免税軽油使用者の方には、毎月免税軽油の引取り数量等について、 

①「免税軽油の引取り等に係る報告書」（25、26、28、29 ページ） 

②「免税軽油の引取り等に係る内訳書」（27、30 ページ） 

に所定の事項を記載の上、免税軽油を購入した際の納品書（軽油の納入を受

けた者の氏名、給油した免税機械の番号等が記入されているもの）及び請求

書の写しを添付して、交付を受けた都税事務所等に翌月末日までに提出して

いただきます。→ 法第 144 条の 27 第 1 項、規則第 8 条の 39 

◎ なお、使用実績がなかった月についても、その旨記載の上、「免税軽油の引

取り等に係る報告書」を提出してください。 

 ※ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証

の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を

有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を保有してい

ない場合は、提出は不要です。 

◎ 免税証の受払いの記録及び免税軽油の使用に係る帳票類（免税機械の作業

日報等）は常に整備保管し（概ね 7 年間）、都税事務所等の調査に応じられる

ようにしてください。 

 

  未使用の免税証の返納処理 

 

◎ 有効期間が終了した免税証は、使用することができません。 

未使用の免税証がありましたら、「免税証返納書」（32 ページ。「免税証受

領書」と同一様式。）を添えて、交付を受けた都税事務所等に遅滞なく返納し

てください。→ 施行令第 43 条の 15 第 11 項 
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免税に係る事業の許可書等の更新を行った場合 

 

免税軽油使用者証の記載内容に変更が生じた場合 

 

 

 

 

◎ 使用者証の記載内容に変更（機械の追加・廃止・休止や使用者の方の住所、

法人の商号の変更等）が生じた場合は、使用者証と変更内容が確認できる書

類（「免税軽油使用者証記載事項変更申請書」（31 ページ）、機械の型式・定

格出力・タンク容量・燃料消費量（率）が確認できる書類（写）、写真、リー

ス契約書（写）、運転免許証等の写し又は住民票（写し可）（住民票は、個人

番号の記載がないもので可））を、交付を受けた都税事務所等に遅滞なく提出

してください。 

→ 施行令第 43 条の 15 第 5 項 

※ 廃棄・譲渡・貸出・リース返却等により免税機械の登録を廃止・休止し

た場合は、当該行為日時点のアワーメーター等の数値のわかる写真及び燃

料タンク内の残油の数量がわかる写真を必ず添付してください。 

◎ 機械の追加等が生じた場合に、変更手続を行わないまま免税軽油を使用し

ますと、変更があった時点まで遡って課税となり、当該消費した日から 30

日以内に消費量分を申告納付していただくことになりますのでご注意くださ

い。 

◎ また、事業の休止または機械の廃止等に伴い、燃料タンクに免税軽油を残

したまま免税機械の売却・譲渡をした場合は免税軽油の譲渡に該当するため、

「免税軽油譲渡届出書」（34 ページ）の事前提出とともに、当該軽油の数量

について譲渡した日から 30 日以内に申告納付していただきます。 

→ 法第 144 条の 3 第 1 項第 3 号、第 3 項、第 4 項、法第 144 条の 18 第 1

項第 6 号、施行令第 43 条の 4 

 

  

 

 

免税に係る事業の許可や免税機械のリース契約等の更新を行った場合、更新を

行った後の事業の許可書等の写しを使用者証の交付を受けた都税事務所等に速や

かにご提出ください。 

 

免税機械を手放す場合（売却・リース元へ返却など）は、必ず事前に都税事務所

へご相談ください。燃料メーター写真等、ご用意をお願いする資料があります。 
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免税軽油の使用にあたっての注意事項 

 

免税軽油は、使用者証に記載されている免税機械の用途のうち、法で限定列挙

された用途にのみ使用することができます。 

免税軽油について、不正使用（以下に掲げる行為）をした場合は、法により罰

せられるほか、免税証により引取った軽油の数量について課税されます。 

免税軽油は、適正に使用し、使用実績について正確に報告してください。 

→ 法第 144 条の 3 第 1 項第 3 号、第 4 号、第 144 条の 3 第 3 項、第 4 項 

 

◎ 偽りその他不正の行為によって免税証の交付を受け、免税軽油を引取る行為

（１０年以下の拘禁刑若しくは１０００万円以下の罰金又はこれの併科） 

→ 法第 144 条の 22 

◎ 免税証を他人（他の免税軽油使用者等も含む。）に譲り渡し、又は他人から

譲り受ける行為（１年以下の拘禁刑又は５０万円以下の罰金） 

→ 法第 144 条の 24、同 25 

◎ 免税証を他人から譲り受け、免税軽油を引取る行為（１０年以下の拘禁刑若し

くは１０００万円以下の罰金又はこれの併科） 

→ 法第 144 条の 24、同 25 

◎ 免税軽油を所管の都税事務所長又は支庁長の承認を受けずに他人に譲り渡

し、又は他人から譲り受ける行為（２年以下の拘禁刑又は１００万円以下の罰金） 

  ※ 譲り渡す行為は、有償・無償を問わず罰則の対象となります。 

→ 法第 144 条の 26 

◎ 免税軽油の引取り及び使用に関する事実等について、報告書を提出せず、

又は虚偽の記載をした報告書を提出する行為（１年以下の拘禁刑又は５０万円以下

の罰金） 

→ 法第 144 条の 27 第 1 項、法第 144 条の 28  

 

  ※法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関してこれらに掲げる違反行為をした場合、その行為者の

みならず、その法人又は人に対してもこれらの罰金刑が科されます。 
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免税軽油使用者証又は免税証を紛失した場合 

 

使用者証又は免税証を紛失した場合は、「使用者証・免税証滅失（喪失）届書」

及び紛失に至るまでの経過を記載した書面に、その事実を証する書類（警察署の

遺失届出受理番号が記載された書面、自己の忘失の場合は誓約書等）を添付して、

交付を受けた都税事務所等に速やかに提出してください。 

なお、使用者証及び免税証は、必ず免税軽油使用者が保管、管理を行い、特に

免税証については、紛失等が起こらないように鍵のかかる金庫等で保管するなど、

万全の注意をお願いいたします。 

 

免税軽油使用者証及び免税証の返納命令について 

 

免税軽油使用者が、地方税に関する法令の規定に違反したとき、その他軽油引

取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときは、所管の都税事務所長又

は支庁長は免税軽油使用者に対して「免税軽油使用者証」及び「免税証」の返納

を命じることがあります。 

→ 法第 144 条の 21 第 4 項 
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申請時に必要な書類とその添付書類、各様式の記入例などを 

掲載しています。 

申請書等の様式の一部は東京都主税局ホームページ（※）にも

掲載していますので、ご利用ください。 

※ https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/index-k.html 

 

巻末（40、41 ページ）には、軽油引取税を所管する都税事務所 

等の一覧を掲載しております。ご不明な点がありましたら、所管

都税事務所等の軽油引取税担当者までお問い合わせください。 

 

 

参  考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/index-k.html
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申 請 等 に 必 要 な 書 類 

内      容 提 出 書 類 等 

① 免税軽油使用者になるための申請

を行うとき 

免税軽油使用者証交付申請書（第 16 号の 16 の 2

様式） 

※「石油化学製品製造事業を営む者」は第 16号の

16 様式を使用すること。 

※添付書類については、12 ページに掲載の「免税

軽油使用者証交付申請時に必要な添付書類」をご

覧ください。 

② 免税軽油使用者証を受領したとき 免税軽油使用者証受領書（第 127 号様式） 

③ 免税証の交付申請を行うとき 

免税証交付申請書（第 16 号の 21 様式）、免税軽油

使用者証（第 16 号の 19 様式）、免税証所要数量算

出計算書 

（プレジャーボートの場合は「航行予定表」） 
④ 免税証を受領したとき 免税証受領書（第 127号様式） 

⑤ 免税軽油の引取りを行ったとき 
免税軽油の引取り等に係る報告書（第 16 号の 30

様式）、免税軽油の引取り等に係る内訳書 

⑥ 免税軽油使用者証又は免税証を返

納するとき 

免税軽油使用者証又は免税証、免税軽油使用者

証・免税証返納書（第 127 号様式） 

⑦ 免税軽油使用者証の有効期間が終

了し、引続き免税軽油使用者の申請

を行う場合 

有効期間の終了した免税軽油使用者証、免税軽油

使用者証返納書（第 127 号様式）  

※免税軽油使用者証の再申請は①と同様の手続 

⑧ 免税軽油使用者証の記載内容に変

更（機械の追加・抹消等）があると

き 

免税軽油使用者証（第 16 号の 19 様式）、免税軽油

使用者証記載事項変更申請書、機械の型式・定格

出力・タンク容量等・燃料消費量（率）が確認で

きる書類（写）、写真、アワーメーター等の数値の

わかる写真等 

⑨ 免税軽油使用者証又は免税証を紛

失等したとき 

免税軽油使用者証・免税証滅失（喪失）届書（第

128 号様式）、紛失等に至るまでの経過を記載した

書面、事実を証する書類（り火災証明書・遺失届

出受理番号が記載された書面等） 

⑩ 免税軽油を譲渡するとき 
免税軽油譲渡届出書（第 16 号の 15 様式）、納付申

告書（第 16 号の 12 様式） 

その他、業種ごとに確認書類を求める場合があります。詳しくは東京都主税局 HP（10 ページ）の 

「主要業種別説明シート」をご覧いただくか、所管の都税事務所・支庁へお問い合わせください。 
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免税軽油使用者証交付申請時に必要な添付書類 

添付書類 船舶 
とび・ 

土工 
その他 

誓約書（第 16号の 18様式） ○ ○ ○ 

役員の住所・氏名一覧表 法人の場合  ○ ○ ○ 

免税軽油の使用にあたっての重要事項確認書  ○ ○ ○ 

法人名等が記載された社員証等の写し法人の場合 ○ ○ ○ 

運転免許証等の写し又は住民票（写し可）個人の場合 ○ ○ ○ 

会社の定款（写） 法人の場合 ○ ○ ○ 

機械（船舶）等の写真 

（機械（船舶）の前・横・後方の写真で機械（船舶）名が確認できるもの） 
○ ○ ○ 

アワーメータ－の写真 

※但し、石油化学製品製造事業、自衛隊又は締約国軍隊、鉄道事業

又は軌道事業、航空運送サービス業の場合は不要 

 

○ 

 

○ 
○ 

※ 

型式、定格出力、タンク容量、燃料消費量（率）が記載された書類（写）

（機械（船舶）等のカタログ、スペック表、発注書など） 
○ ○ 

 

○ 

 

許可書・認可書等（写）（営業の条件として許認可等が必要な場合等） 

（船舶の場合は船舶を事業等に使用していることを証明する許可証・届出書等（写） 

（「動力漁船登録票（漁船）」、「登録通知書（遊漁船/内航海運業/内航一般不定期

航路事業）」、「許可書（一般旅客定期航路事業/旅客不定期航路事業）」等）） 

○ ○ ○ 

〔機械の所有権がある場合〕 

償却資産台帳（写）/償却資産申告書（写）/売買契約書（写） 
○ ○ ○ 

〔機械（船舶）の所有権がない場合〕リース契約書等（写） ○ ○ ○ 

機械（船舶）・設備等の所在地が確認できる書類（写）（略図、地図、係

留証明書、係留契約書など） 
○ ○ ○ 

直前 3年の工事経歴書（写）（都市整備局に提出したもの） ― ○ ― 

直前 3 年の各営業年度における工事施工金額を記載した書面（写）

（都市整備局に提出したもの） 
― ○ ― 

直前 3年の損益計算書（写）（都市整備局に提出したもの） ― ○ ― 

船籍票（写） 

※小型船舶（総トン数 20 トン未満）の場合は「小型船舶登録事項通知

書」（写） 

※漁船の場合は「漁船登録票」（写） 

○ ― ― 

船舶検査手帳（写） ○ ― ― 

船舶検査証書（写） ○ ― ― 

法人税申告書（写）・出資関係図（写）など 

※「鉱さいバラス製造業」及び「産業廃棄物処分業」のみ 
― ― ○ 

必要に応じて、その他添付書類を求める場合があります。
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年 月 １ 日

東京都

NO. NO. NO. NO. NO.

ﾘｯﾄﾙ

第　　号

年 間 見 込 所 要 数 量 合 計

殿

免税軽油使用者証交付申請書（その１）

※
処
理
事
項

審査

年　　　　月　　　　日　　　　まで有効

交付 証の番号

令和

新宿区西新宿
〇ー〇ー〇

新宿区西新宿
〇ー〇ー〇

新宿

電話

直接噴射式

軸 馬 力

2000
ﾘｯﾄﾙ

300 ps 150 ps

㈱都庁興業
○○レンタル
㈱

ﾘｯﾄﾙ

機
械

、
車
両
又
は
設
備
の
明
細

型 式

所有者の 氏名 又は 名称

燃 焼 方 式 直接噴射式

2000
ﾘｯﾄﾙ

2

用 途 掘削 運搬

所 在 地

名 称
パワーショベル ホイールローダ

1

台 数 1 台 1 台

○○重機
ABC１２３

○○建機
DF７８９

第16号の16の２様式記載要領
　１　この申請書は、地方税法附則第12条の２の７第２項の規定により新たに免税軽油使用者証の交付を
　　申請する場合において、交付を受けようとする　都税事務所長　に１通提出すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                　支   庁   長
　２　「※処理事項」欄は、申請者において記載することを要しないこと。
　３　この申請に応答する係については、機械、車両又は設備について詳細に説明できる者を記載すること。
　４　機械、車両又は設備の明細については、詳細に記載すること。
　５　免税証の交付を申請する者が他の者の所有に係る機械、車両又は設備を使用している場合においては、
　　これを証する書面を添付すること。
　６　「型式」欄には、製作所名及び機械、車両又は設備の通常称されている型の名称を記載すること。
　７　「免税軽油使用者証交付申請書（その２）」は、申請者の機械の台数に応じ使用すること。

ﾘｯﾄﾙ

○○ ４

住 所 又 は 事 務 所 若 し く は

事 業 所 所 在 地

業 種

氏 名 又 は 名 称

こ の 申 請 に 応 答 す る 係 及

び 氏 名 並 び に 電 話 番 号
03-○○○○-○○○○

都税事務所長

新宿区西新宿〇ー〇ー〇

港湾運送業

株式会社都庁興業　代表取締役 都庁 一郎

総務部総務課○○係　都庁 太郎

リットル

年 間 見 込 所 要 数 量

受
付
印

免税軽油を使用する機械、車両、

設備を管理する事務所等の所在

地を記入してください。

リースの場合は、リース会社名を
記入してください。また、割賦販売
契約の場合は所有権が移転する
までは売主の会社名を記入し、
所有権が移転したら所有者の変
更申請をしてください。

機械等の製作所名、通常称され
ている型の名称を記入してくださ
い。なお、船舶の場合はエンジン
の型式を記入してください。

定格出力（最大馬力）を記入し

てください。
※参考 １ｋｗ＝１．３６ｐｓ

当該機械等が免税用途のために使
用する軽油の年間の見込数量を記
入してください。
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NO. NO. NO. NO. NO.

、

NO. NO. NO. NO. NO.

、

年 間 見 込 所 要 数 量

ﾘｯﾄﾙ ﾘｯﾄﾙ ﾘｯﾄﾙ

所 在 地

機
械

名 称
パワーショベル ホイールローダ

3 4

燃 焼 方 式

燃 焼 方 式 直接噴射式 直接噴射式

1 台 1 台

車
両
又
は
設
備
の
明
細

型 式
○○重機
ABC１２３

○○建機
DF７８９

所 有 者 の 氏 名 又 は 名 称 ㈱都庁興業
○○レンタル
㈱

所 在 地

ﾘｯﾄﾙ

300 ps 150 ps

2000

機
械

名 称

第
十
六
号
の
十
六
の
二
様
式

用 途 掘削 運搬

年 間 見 込 所 要 数 量

台 数

ﾘｯﾄﾙ

2000
ﾘｯﾄﾙ ﾘｯﾄﾙ

新宿区西新宿
〇ー〇ー〇

新宿区西新宿
〇ー〇ー〇

ﾘｯﾄﾙ

軸 馬 力

台 数

ﾘｯﾄﾙﾘｯﾄﾙ

免税軽油使用者証交付申請書（その２）

用 途

所 有 者 の 氏 名 又 は 名 称
車
両
又
は
設
備
の
明
細

型 式

軸 馬 力

免税軽油を使用する機械、車両、

設備を管理する事務所等の所在

地を記入してください。

リースの場合は、リース会社名を
記入してください。また、割賦販
売契約の場合は所有権が移転す
るまでは売主の会社名を記入し、
所有権が移転したら所有者の変
更申請をしてください。

機械等の製作所名、通常称され
ている型の名称を記入してくださ
い。なお、船舶の場合はエンジン
の型式を記入してください。

定格出力（最大馬力）を記入し

てください。
※参考 １ｋｗ＝１．３６ｐｓ

当該機械等が免税用途のために使
用する軽油の年間の見込数量を記
入してください。
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 用紙日本産業規格Ａ４

は地方税法施行令第４３条の１５第１５項第１号から第４号までのいずれに
私共

も該当しない者であることを誓約します。

令和 ○○ 年 ３ 月

備　考

　二人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受ける場合にあって

は、免税軽油使用者全員がその氏名又は名称を記載すること。

１５ 日

都税事務所長

株式会社　都庁興業
代表取締役　都庁一郎

氏名又は名称

東京都 新宿 殿
支 庁 長

第
十
六
号
の
十
八
様
式
（

第
八
条
の
二
十
八
関
係
）

誓　　　約　　　書

私

申請者が個人名義の場合の記入例

都庁 一郎

※ 個人情報は法の規定により

適正に保護いたします。
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住　　　　　　　　所

 新宿区西新宿○－○－○

 新宿区西新宿△－△－△

 新宿区西新宿◇－◇－◇

 株式会社 都庁興業
使 用 者 証

本 店 所 在 地  新宿区西新宿○－○－○交付申請者

免 税 軽 油 法 人 名

役員の住所・氏名一覧表

代表取締役 都庁　一郎

取締役 都庁　花子

役　　名 氏　　名

監査役 新宿　太郎

＜留意事項＞免税軽油使用者証の交付を受けた後、住所の移転又は役員の変更があった
場合は、速やかに届け出てください。

申請者である法人に係る役員の方全員の住所と氏名を記入してください。

※個人情報は法の規定により適正に保護いたします。
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 免税軽油の使用にあたっての重要事項確認書  
           

１ 免税軽油の購入及び使用の実績については、正確に報告し、報告期限までに報告書を提出し

なければならない。 
        

２ 有効期間を経過した免税軽油使用者証及び免税証は、必ず返納しなければならない。 
           

３ 免税証を他人に譲り渡してはならない。      

           
４ 免税証を他人から譲り受けてはならない。      
         

５ 免税軽油を都税事務所長又は支庁長の承認を受けることなく、他人に譲渡し、又は他人から譲

り受けてはならない。        

          

６ 免税軽油を免税用途以外に使用した場合、又は他人に譲渡（無償を含む。）した場合（例：船

舶等の登録免税機械の売却・貸与等）は、使用又は譲渡した日から３０日以内に申告納付しな

ければならない。       
           

７ 免税軽油使用者証の記載内容に変更が生じた場合は、直ちに、免税軽油使用者証記載事項

変更申請書を提出しなければならない。また、免税軽油使用者証交付申請時に届け出た事項

に変更が生じた場合は、直ちに、その旨の届出をしなければならない。 

 

８ 免税に係る事業の廃止、許可等の取消又は免税に係る事業の許可書等の更新を受けた場合

には、直ちに、免税軽油使用者証及び免税証の返納又は更新を受けた旨の届出をしなければ

ならない。 

 

９ 免税軽油使用者が国税又は地方税の滞納処分を受け（免税軽油使用者が法人の場合は当該

法人の役員を含む。）、その日から起算して二年を経過していない場合は、免税軽油使用者証

及び免税証の交付を受けることができない。 

            

《根拠》 地方税法第１ ４ ４条の３、第１ ４ ４条の１ ８ 、第１ ４ ４条の２ １ 、  

       第１４ ４条の２ ２、第１ ４ ４条の２ ４～第１４ ４条の２ ８  

地方税法施行令第４ ３条の１ ５   

上記の内容について説明を受け、確認しました。   

上記１～６に一つでも反した場合は、免税軽油使用者証及び免税証の交付を受けることができ

なくなる場合があるほか、刑罰の対象になり得ることを了解した上で、免税証の交付を受けます。

また、上記６に該当する場合は軽油引取税を申告納付します。 

東京都  新宿    都税事務所長 殿  

                      支庁長 殿  

      令和 〇〇 年  ３ 月 １５ 日 

      免税軽油使用者番号   第 ２００ 号 

      氏名又は名称   株式会社都庁興業  
    代表取締役 都庁一郎  

住所又は所在地 新宿区西新宿〇―〇―〇       

22主課課第 236号様式 
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東京都 印

№ 1 № 2 № № №

、

１　この証は、免税軽油をこの証に記載されている機械、車両又は設備の用途に供することを証明するものです

　から大切に保管してください。

２　免税軽油をこの証に記載された機械、車両又は設備の用途以外の用途に供した場合には、軽油引取税を東

　京都に納付しなければなりません。

３　この証は、次の免税証の交付申請書を提出する場合に提示しなければなりませんから紛失しないようにして　

　ください。

４　この証に記載された機械、車両又は設備の全部又は一部について異動を生じた場合には　都税事務所長等　

　に届け出てください。

第
十
六
号
の
十
九
様
式

軸 馬 力

燃 焼 方 式

◇◇

株式会社

都庁興業

所 在 地

名 称

Ｄ５３Ａ

新宿

直接噴射式

ＢＳ３Ｇ
△△

所 有 者 の 氏 名 又 は 名 称

型 式

車
両
又
は
設
備
の
明
細

用 途

１台 数

都庁興業

株式会社

４０ｐｓ

機
械 ショベルローダー

新宿区西新宿○－○－○

港湾運送業

新宿区西新宿

○－○－○

新宿区西新宿

免 税 軽 油 使 用 者 証（その１）

株式会社 都庁興業  代表取締役 都庁 一郎

都税事務所長

業 種 名

１

運　搬 運　搬

令 和 ○○ 年 4 月 1日交付

住 所 又 は 事 務 所 若 し く は

○－○－○

ブルドーザー

氏 名 又 は 名 称

１３０ｐｓ

直接噴射式

免税軽油使用者の注意事項

年　月　日○○年4月1日○○年4月1日 年　月　日 年　月　日記 載 年 月 日

事 業 所 所 在 地

東京都　　新宿　第 200 号

 ○○ 年 3月 31日
まで有効

担
当
者

令　和
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№ 6 № 7 № № №

、

№ № № № №

、

年　月　日 年　月　日 年　月　日 年　月　日

○○年４月１日 年　月　日 年　月　日

免税軽油使用者証（その２）

新宿区西新宿

○－○－○

都庁興業

株式会社

都庁興業

機
械

車
両
又
は
設
備
の
明
細

Ｄ５３Ａ
◇◇

直接噴射式

１３０ｐｓ

名 称
ショベルローダー

軸 馬 力

ＢＳ３Ｇ

新宿区西新宿
所 在 地

所有者の氏名又は名称

型 式

燃 焼 方 式

株式会社

○－○－○

△△

ブルドーザー

４０ｐｓ

直接噴射式

所 在 地

○○年４月１日 年　月　日

１

用 途

記 載 年 月 日

台 数 １

運　搬 運　搬

記 載 年 月 日

車
両
又
は
設
備
の
明
細

型 式

軸 馬 力

所有者の氏名又は名称

年　月　日

用 途

台 数

第
十
六
号
の
十
九
様
式

燃 焼 方 式

機
械

名 称
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年

月 15 日

第 号

Ｎｏ．

Ｎｏ．

月

リットル 月

第16号の21様式記載要領

1

2

3

4

用紙日本産業規格Ａ４

都税事務所長
殿

支　　庁　　長

Ｎｏ． Ｎｏ．

日まで
所要数量合計 11,760 所要数量計算期間

○○ 年 4 1 日から

○○ 年 9 30

※
処
理
事
項

審　　査 承　　　　　　認 交　　付 第
十
六
号
の
二
十
一
様
式

(

第
八
条
の
二
十
八
関
係

)

リットル

　免 税 軽 油 の 使  用 に 係
る
　事 務 所又は事 業 所 所 在

新宿区西新宿○－○－○

　こ の 申 請 に 応 答 す る 係
　及び 氏 名並びに電 話 番 号 経理係　鈴木 （ 電話 ０３（１２３４）　○○○○ ）

免 税 証 交 付 申 請 書

機械、車両又は Ｎｏ． １　ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ ２　ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ Ｎｏ．

設備名（番号）

令和 ○○

            業　　　                    　　　種　　　　　　 港湾運送業3

　東京都
新宿   免  税  軽  油  使 用 者 証 の

　番  号  及  び  氏  名 （名  称）

東京都 新宿 ２００

株式会社 都庁興業  代表取締役 都庁 一郎

希望する販売業者名及び所在地 免税証の種類 枚　　　　　数 数　　　量 ※処理事項

千代田区外神田○-○-○

都庁石油販売㈱

リットル券 リットル

10 76 760

50 40 2,000

200 45 9,000

計 161 11,760

参
　
　
　
　
　
　
　
考

前回交付を受けた免税証
　　　　　　　  前回交付を受けた免税証
                 のうち使用量

（ア）　－　（イ）

計　　算　　期　　間 数　　　量（ア） 期　　　　　間 数　　　量（イ）

リットル リットル リットル

〇〇 年 1 月 1 日から
5,880

〇〇年　１月　１日から

5,060 820
〇〇 年 3 月 31 日まで 〇〇年　３月３１日まで

前回交付を受けた免税証に記載された販売業者以外の販売業者
数　　　　　　　　量

から免税軽油の引取りを行った場合の販売業者の氏名又は名称

リットル

（第16号の22様式の「共同申請明細書」を提出する場合は各個人ごとの計算書）を必ず添付すること。

　この申請書は継続して免税証の交付を受けようとする場合において、交付を受けようとする都税事務所長等に

免税軽油使用者証を提示して一通提出すること。

　「※処理事項」欄は、申請者において記載することを要しないこと。

　「機械、車両又は設備名（番号）」欄には、免税軽油使用者証に記載された機械、車両又は設備名の番号の

みを記載すること。なお、共同申請の場合には第16号の22様式の記載のみをもって足りるものであること。

　所要数量の計算の基礎については、最近の実績、生産量、稼働日数、稼動時間等により明細に記載した計算書

受
付
印

免税軽油を購入する販売業者の名称等を
記入してください。

１年を超えない範囲で設定します。

２回目以降の申請の時は、当該欄に前回の
交付・使用実績を記入してください。

受
付
印

免税証について、希望する券種とその枚数を組み
合わせて、所要数量となるよう申請してください。
※券種は、２３ページに掲載してあります。
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ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ ℓ

ℓ ℓ

※
２
回
目
以
降
の
申
請
の
際
に
前
回
の
状
況
を
記
載
す
る
こ
と
。

用
紙

日
本

産
業

規
格

Ａ
４

免
 
 
税

 
 
証

 
 
所

 
 
要

 
 
数

 
 
量

 
 
算

 
 
出

 
 
計

 
 
算

 
 
書

備
　
　
　
考

交
　
付
　
数
　
量

使
　
用
　
数
　
量

自
　
令
和

 ○
○
年
　

1
月

 1
日

至
　
令
和

 ○
○
年

3
月

3
1
日

　
3
月

1
5
日
現
在
5
,0

6
0

5
,8

8
0

合
　
　
　
　
計

２
　

台

※
前
回
交
付
の

計
算
期
間

3
,0

2
4

2
0
.1

6
1
5
0

7
2
.8

1
2
0

8
,7

3
6

0
.1

8

0
.1

6

4 5

0
.7

0
.7

型
　
　
式

定
格
出
力

（
最
大
出
力
）
①

 新
宿

区
西

新
宿

○
－

○
－

○

 株
式

会
社

 都
庁

興
業

  
代

表
取

締
役

　
都

庁
一

郎

今
回
申
請

計
算
期
間

③

燃
料
消
費
率

（
ℓ
/
p
s
h
）
④

4
0

1 2
1
3
0

期
間
中
の
稼
動
日
数

使
用
者
番
号

2
0
0

使 用 者

住
所
又
は
事
業
所
所
在
地

氏
名

又
は

名
称

自
　
令
和
　
○
○
　
年
　

4
　
　
月
　
1
　
　
日

至
　
令
和
　
○
○
　
年
　
9
　
月
　
3
0
　
　
日

N
o
.

機
　
械
　
の
　
名
　
称

所
要
数
量

⑤
（
①
×
②
×
③
×
④
）

⑥
⑦
（
⑤
×
⑥
）

１
日
の
所
要
数
量

定
格
出
力
に
対
す
る
負
荷
率

（
平
均
出
力
／
最
大
出
力
）
②

１
日
の
実
稼
動
時
間

機 　 　 械 　 　 等 　 　 の 　 　 明 　 　 細

ｼ
ｮ
ﾍ
ﾞ
ﾙ
ﾛ
ｰ
ﾀ
ﾞ
ｰ

ﾌ
ﾞ
ﾙ
ﾄ
ﾞ
ｰ
ｻ
ﾞ
ｰ

◇
◇

Ｂ
Ｓ

３
Ｇ

△
△

Ｄ
５

３
Ａ

1
1
,7

6
0

２
回

目
以

降
の

申
請

の
時

は
、

当
該

欄
に

前
回

の
交

付
・
使

用
実

績
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

最
大

出
力

を
１

と
し

た
場

合
、

通
常

の
使

用
状

況
で

、
平

均
し

て
最

大
出

力
の

何
割

で
機

械
を

稼
動

さ
せ

て
い

る
か

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
な

お
、

不
明

な
場

合
は

「
０

．
７

」
と

記
入

し
て

い
た

だ
い

て
構

い
ま

せ
ん

。

内
燃

機
関

の
１

馬
力

１
時

間
当

た
り

の
燃

料
消

費
量

を
「
燃

料
消

費
率

」
と

言
い

ま
す

。
カ

タ
ロ

グ
等

で
確

認
の

う
え

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、

不
明

な
場

合
は

１
馬

力
１

時
間

当
た

り
「
０

．
２

４
」
と

記
入

し
て

い
た

だ
い

て
構

い
ま

せ
ん

。

馬
力

（
ｐ
ｓ
）
換

算
で

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

１
ｋ
ｗ

＝
１

．
３

６
ｐ
ｓ

で
す

。
小

数
点

第
３

位
以

下
が

生
じ

る
場

合
は

、
第

３

位
以

下
を

切
り

捨
て

て

く
だ

さ
い

。

例
）
２

０
.１

６
５

→
２

０
.１

６

小
数

点
が

生
じ

る
場

合
は

、
小

数
点

以
下

を
切

り
捨

て
て

く
だ

さ
い

。
例

）
８
,７

３
６
.５

６
→

８
,７

３
６

 



 23 

表 

免税証の券種は、以下の１２種類です。 

 １０，０００ﾘｯﾄﾙ券 ５００ﾘｯﾄﾙ券 ５０ﾘｯﾄﾙ券 １０ﾘｯﾄﾙ券 

  ５，０００ﾘｯﾄﾙ券 ２００ﾘｯﾄﾙ券 ２０ﾘｯﾄﾙ券  ５ﾘｯﾄﾙ券 

  １，０００ﾘｯﾄﾙ券 １００ﾘｯﾄﾙ券 １８ﾘｯﾄﾙ券  1 ﾘｯﾄﾙ券 

裏 

船舶、ＪＲ及び自衛隊又は締約国軍隊の免税軽油使用者の方は、遠隔

地において免税機械を使用の場合、指定販売業者以外の販売業者からも免

税軽油が購入できます。その場合は、必ず免税証の裏面に必要事項を記入

の上、販売業者に免税証を渡してください。 

 

軽油引取税免税証 

見  本 

交 

付 

印 

千代田区外神田○－○－○ 

都庁石油 株式会社 



 24 

 



 25 

年 ㍑

4 月 2 日

年 ㍑

4 月 10 日

年 ㍑

4 月 20 日

年 ㍑

4 月 28 日

年 ㍑

月 日

年 ㍑

月 日

用紙日本産業規格Ａ４

免 税 軽 油 使 用 者 の 株式会社 都庁興業
　　代表取締役　都庁 一郎氏 名 又 は 名 称

業 種 港湾運送業

免税軽油使用者の住所又は
新宿区西新宿〇－〇－〇

第
十
六
号
の
三
十
様
式
（

第
八
条
の
三
十
九
関
係
）

令和○○ 年 5 月 30 日
事務所若しくは事業所所在地

号

支 庁 長 こ の 報 告 に 応 答 す る 係 　経理係　都庁 太郎

及び氏名並びに電話番号 （電話） ０３－〇〇〇〇－〇〇〇〇

新宿 都税事務所長
殿

免税軽油使用者証の番号 第 200

免 税 軽 油 の 引 取 り 等 に 係 る 報 告 書

　免税軽油の引取りに関する

　事実及びその数量 免税軽油の引渡しを行った 　 免税軽油の引取りに際して販売業者に

から 令和〇〇 年 4 月 30報　告　対　象　期　間 令和〇〇 年 4 月 1 日 日 まで

免税証の記号及び番号

〇〇 千代田区外神田○－○－○ 50 1 040F000001

（引取りの事実　有・無　）
販売業者の事務所又は事業 　 提出した免税証に関する事項

所所在地及び氏名又は名称

引取年月日 引取数量(ア) 種類 枚数

〇〇 千代田区外神田○－○－○ 50 3 040F000002～040F000004

250

都庁石油販売㈱ 200 1 040H000001

〔　　　　　〕 〔　　　　　　　〕

〇〇 千代田区外神田○－○－○ 10 5 040C000001～040C000005

350

都庁石油販売㈱ 200 1 040H000002

〔　　　　　〕 〔　　　　　　　〕

〇〇 千代田区外神田○－○－○ 200 1 040H000004

250

都庁石油販売㈱ 200 1 040H000003

〔　　　　　〕 〔　　　　　　　〕

200

都庁石油販売㈱

〔　　　　　〕 〔　　　　　　　〕

〔　　　　　〕 〔　　　　　　　〕

報告対象期間の初日の前日における免税軽油の保有数量 （イ） 0 ㍑

〔　　　　　〕 〔　　　　　　　〕

報告対象期間における滅失等による免税軽油の欠減量 （オ） 0 ㍑

報告対象期間の末日における免税軽油の保有数量(イ)＋(ウ)－(エ)－(オ)（カ） 0 ㍑

報告対象期間に引取りを行った免税軽油の数量の合計 （ウ） 1,050 ㍑

報告対象期間に使用した免税軽油の数量の合計 （エ） 1,050 ㍑

受付

印

免税軽油を購入する都度、軽油と引き換えに販売業
者に渡した免税証について、券種別にその「枚数」と
「免税証の記号番号」を控えていただき、報告書に記
載してください。

免税軽油を機械に直接給油する場合は、
（ウ）と（エ）にそれぞれの数量を記載してください。

（ウ）・・・報告対象期間内に購入した免税軽油の数量
（エ）・・・報告対象期間内に消費した免税軽油の数量

※地下タンク等で免税軽油の在庫を保有している場合
は、「免税軽油を使用するための手続」２８ページの記
載例をご覧ください。
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 27 

 

月

初

月

末

※　この内訳書に免税軽油を購入した際の納品書及び請求書の写しを添付して提出してください。

用紙日本産業規格Ａ４

アワーメーター

150
アワーメーター

593
アワーメーター

計 1,050 1,050 450 42 600 88

31

5
30 3 5

29 3

28 200 200 100 3 100 6

27

26

25

24

23 2 5

5
22 3 5

21 3

20 250 250 100 3 150 6

19 2 5

18

17

16

15

5
14 2 5

13 2

12 2 5

11

10 350 350 150 2 200 5

9

8 6

7 3 5

6

5

4 3 5

3 3 5

2 250 250 100 3 150 5

1

（直接機械等
に給油した場
合は給油量計
と同量）

（地下タンク・
ドラム等がある
場合は記入）

給油量（ℓ） 稼働時間（h） 給油量（ℓ） 稼働時間（h） 給油量（ℓ） 稼働時間（h）

アワーメーター 108 アワーメーター 505 アワーメーター

株式会社 都庁興業
 代表取締役　都庁一郎

○○

タンク容量（ℓ） 300 タンク容量（ℓ）

機械、車両または設備の名称

ショベルローダー ブルドーザー

4 ～ ○○ 年

免税機械№ 2

4 月年

免税機械№ 1
200

免税軽油の引取り等に係る内訳書

業 種 港湾運送業
報　告　対　象　期　間

免税軽油使用者証の番号 200

日

引取数量（ℓ）

給油量計（ℓ）

残量（ℓ）
機械、車両または設備の名称 機械、車両または設備の名称

月 1 日 30

免税機械№

タンク容量（ℓ）

免税軽油使用者または
この報告書を記入した
者の氏名又は名称

月初と月末のアワーメー
ターの数値を記録し、記
入してください。

機械に直接給油する場合

※地下タンク等で免税軽油の在庫
を保有している場合は、30ページ
の記載例をご覧ください。
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年 ㍑

4 月 2 日

年 ㍑

4 月 10 日

年 ㍑

4 月 20 日

年 ㍑

4 月 28 日

年 ㍑

月 日

年 ㍑

月 日

用紙日本産業規格Ａ４

千代田区外神田○－○－○

免税証の記号及び番号

　事実及びその数量

（引取りの事実　有・無　）

250

〇〇

引取年月日

〔　　　　　〕

50

200 1

枚数

　 提出した免税証に関する事項

〔　　　　　　　〕

種類

　 免税軽油の引取りに際して販売業者に免税軽油の引渡しを行った

販売業者の事務所又は事業

所所在地及び氏名又は名称

日

　免税軽油の引取りに関する

港湾運送業

（電話）

50 3 040F000002～040F000004

040H000002200 1

令和〇〇 年 4

免税軽油使用者の住所又は

事務所若しくは事業所所在地

業 種

免 税 軽 油 使 用 者 の

氏 名 又 は 名 称

新宿区西新宿〇－〇－〇

040H000001

月 30 日 まで

1 040F000001

号

　経理係　都庁 太郎

０３－〇〇〇〇－〇〇〇〇

5

引取数量(ア)

30令和○○ 年 月

報　告　対　象　期　間

免 税 軽 油 の 引 取 り 等 に 係 る 報 告 書

日4 月 1令和〇〇 年

株式会社 都庁興業
　　代表取締役　都庁 一郎

から

免税軽油使用者証の番号

及び氏名並びに電話番号

こ の 報 告 に 応 答 す る 係

第 200
殿

新宿 都税事務所長

支 庁 長

〔　　　　　〕

千代田区外神田○－○－○

都庁石油販売㈱

〇〇

350

〔　　　　　〕

〔　　　　　〕

〔　　　　　〕

都庁石油販売㈱

〇〇

〇〇

報告対象期間の初日の前日における免税軽油の保有数量 （イ）

報告対象期間に引取りを行った免税軽油の数量の合計 （ウ）

報告対象期間の末日における免税軽油の保有数量(イ)＋(ウ)－(エ)－(オ)（カ）

報告対象期間における滅失等による免税軽油の欠減量 （オ）

㍑850

1,000

1,050

1,200

0

㍑

㍑

㍑

㍑

報告対象期間に使用した免税軽油の数量の合計

250

200

（エ）

〔　　　　　　　〕

〔　　　　　　　〕

〔　　　　　　　〕

第
十
六
号
の
三
十
様
式
（

第
八
条
の
三
十
九
関
係
）

040H000004

千代田区外神田○－○－○

都庁石油販売㈱

都庁石油販売㈱

10 5 040C000001～040C000005千代田区外神田○－○－○

200 1 040H000003

1

〔　　　　　　　〕

〔　　　　　　　〕

200

〔　　　　　〕

受付

印

免税軽油を購入する都度、軽油と引き換えに販売業
者に渡した免税証について、券種別にその「枚数」と
「免税証の記号番号」を控えていただき、報告書に記
載してください。

地下タンク・ドラム缶で免税軽油を
保有している場合、（イ）及び（カ）欄
は、「計算在庫数量」ではなく、
「実在庫数量」を記載してください。
また、（オ）欄には、
「計算在庫数量－実在庫数量」
を記載してください。
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 30 

月

初

月

末

※　この内訳書に免税軽油を購入した際の納品書及び請求書の写しを添付して提出してください。

用紙日本産業規格Ａ４

850

1,100

850

750

1,100

850

4 月 30日 ～ ○○

3

200 200

42 700 88

250

250

250

350

250

5

5

6

150 5

5

5

150 5

100 6

5

5

5

5

3

150 5

5

5

100 3

3

100 3

3

2

2

3

2

2

100 2

2

3

100 150 6

5

3

250 250 100 31,000

アワーメーター アワーメーター アワーメーター108 505

給油量（ℓ）

タンク容量（ℓ） タンク容量（ℓ）

稼働時間（h）稼働時間（h）

タンク容量（ℓ）200

港湾運送業

200

日○○ 年 4 月 1 年

機械、車両または設備の名称

免税機械№

1

2

給油量（ℓ） 稼働時間（h）

引取数量（ℓ）

株式会社 都庁興業
 代表取締役　都庁一郎

業 種

免税軽油使用者証の番号

（直接機械等
に給油した場
合は給油量計
と同量）

給油量計（ℓ）

残量（ℓ）

（地下タンク・
ドラム等がある
場合は記入）

機械、車両または設備の名称

免税機械№

報　告　対　象　期　間

300

ショベルローダー ブルドーザー

機械、車両または設備の名称

免税機械№1 2

免税軽油の引取り等に係る内訳書

アワーメーター

150 593850
アワーメーター アワーメーター

31

計 850

1,000

20

21

22

15

16

17

18

28

29

11

12

13

免税軽油使用者または
この報告書を記入した
者の氏名又は名称

1,050 1,200 500

27

30

23

24

25

26

14

7

8

9

10

19

3

4

5

6

給油量（ℓ）

月初と月末のアワーメー
ターの数値を記録し、記
入してください。

月初の実在庫数量を
記入してください。

月末の実在庫数量を
記入してください。

計算在庫数量を
記入してください。
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免税軽油譲渡届出書

年 6 月

新宿区西新宿×－×－×

　新宿商事 株式会社
　　代表取締役　新宿 三郎

令和

免

税

軽

油

を

譲
り

受

け

る

者

譲　　渡　　す　　る　　数　　量 リットル200

住所又は 事務 所若 しく

上記のとおり、免税軽油の譲渡をしたいので承認を受けたく届出いたします。

は事業所所在地あああ

日

氏 名 又 は 名 称

譲渡をする日又は予定日 1○○

新宿区西新宿〇－〇－〇

　株式会社 都庁興業
　　代表取締役　都庁 一郎

第　　２００　　号

は事業所所在地あああ

住所又は 事務 所若 しく

免税軽油使用者証の番
号

氏 名 又 は 名 称

申
　
請
　
者

新宿 都税事務所長

支 庁 長
殿東京都

令和〇〇 20 日年 5 月

第
十
六
号
の
十
五
様
式
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免税軽油使用者に該当する業種及び軽油の用途（令和８年４月現在） 

免税軽油使用者（事業の主体） 免   税   用   途 

1 石油化学製品製造事業を営む者 

 

法第 144 条の 6 

令第 43 条の 6 

石油化学製品製造事業を営む者の事業場において、 

１ エチレン、プロピレン、ブチレン、ノルマルパラ

フィン、硝安油剤爆薬、潤滑油、グリース又は印刷

インキ用溶剤を製造するためにその原料（ノルマル

パラフィンにあっては、ノルマルパラフィンとなる

部分に限る。）の用途 

２ ポリプロピレンの製造工程における物性改良の

ためのアモルファスポリマー粘性低下の用途 

に供すること 

2 船舶（※政令で定めるものを除く。）の使用 

 者 

 

※専らレクリエーションの用に供する船舶は

適用除外 

 

法附則第 12 の 2 の 7 第 1 項第 1 号 

令附則第 10 条の 2 の 2 第 1 項 

船舶（政令で定めるものを除く。）に供するものの動力

源 

3 自衛隊又は締約国軍隊 

 

 

法附則第 12 条の 2 の 7 第 1 項第 2 号 

施行令附則第 10 条の 2 の 2 第 2 項、第 3

項、第 4 項 

規則附則第 4 条の 7 第 1 項 

自衛隊又は締約国軍隊が通信の用に供する機械、自

動車（政令で定めるものを除く。）その他これらに類

するものとして政令で定めるものの電源又は動力源 

 

4  鉄道事業又は軌道事業を営む者、専用の

鉄道を設置する者及び専用側線におい

て車両の入換作業を営む者 

 

法附則第 12 の 2 の 7 第 1 項第 3 号 

施行令附則第 10 条の 2 の 2 第 5 項、第 6

項 

鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類する

もので政令で定めるもの（日本貨物鉄道株式会社にあ

っては、駅（専用側線のために設けられたものを除

く。）の構内その他これに類するコンテナー貨物の取

り扱いを行う場所において専らコンテナー貨物の積

卸しの用に供するフォークリフトその他これに類す

る機械で、道路運送車両法第 4 条の規定による登録を

受けているもの以外のものを含む。）の動力源 

5  農業又は林業を営む者、委託を受けて農

作業を行う者で農作業のうち基幹的な

作業（専ら機械を使用して行われるもの

をいう。）の全ての委託を受けて農作業

を行う者、農地の造成又は改良を主たる

業務とする者及び前年度の素材の生産

量が千立方メートル以上である素材生

産業を営む者 

 

法附則第 12 の 2 の 7 第 1 項第 4 号 

施行令附則第 10 条の 2 の 2 第 7 項、第 8

項 

規則附則第 4 条の 7 第 2 項、第 3 項 

農業又は林業の用に供する機械並びに農地の造成

又は改良及び素材生産の業務の用に供する機械で次

に掲げるものの動力源 

1 動力耕うん機その他の耕うん整地用機械、栽培管

理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械及び畜

産用機械 

2 製材機、集材機、積込機及び可搬式チップ製造機 
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免税軽油使用者に該当する業種及び軽油の用途（令和８年４月現在） 

免税軽油使用者（事業の主体） 免   税   用   途 

6 セメント製品製造業（生コンクリート製造

業を除く。）を営む者 

 

法附則第 12 の 2 の 7 第 1 項第 5 号 

施行令附則第 10 条の 2 の 2 第 9 項 

 セメント製品製造業（生コンクリート製造業を除

く。）を営む者の事業場内において専らセメント製

品又はその原材料の積卸しのために使用するフォー

クリフトその他これに類する機械で、道路運送車両

法第 4 条の規定による登録を受けているもの以外の

ものの動力源の用途 

7 生コンクリート製造業を営む者 

 

法附則第 12 条の 2 の 7 第 1 項第 5 号 

施行令附則第 10 条の 2 の 2 第 9 項 

 

 生コンクリート製造業を営む者（製造した生コン

クリートを事業場外において自ら運搬するものを除

く。）の事業場内において専ら骨材の積卸しのため

に使用するフォークリフトその他これに類する機械

で、道路運送車両法第 4 条の規定による登録を受け

ているもの以外のものの動力源の用途 

8 鉱物（岩石及び砂利を含む。）の掘採事業

を営む者 

 

法附則第 12 条の 2 の 7 第 1 項第 5 号 

施行令附則第 10 条の 2 の 2 第 9 項 

 

 削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物（岩石及び

砂利を含む。以下同じ。）の掘採事業を営む者の事

業場（砂利を洗浄する場所を含む。）内において専

ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機

械（道路運送車両法第 4 条の規定による登録を受け

ているものを除く。）の動力源の用途 

9 とび・土工工事業で総務省令で定めるもの

（建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第

3 条の規定によるとび・土工工事業の許可

を受けて専らとび土工・コンクリート工

事を行うものが営むとび・土工工事業）

を営む者 

 

法附則第 12 条の 2 の 7 第 1 項第 5 号 

施行令附則第 10 条の 2 の 2 第 9 項 

規則附則第 4 条の 7 第 4 項 

 とび・土工・コンクリート工事の工事現場におい

て専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために

使用する建設機械（カタピラを有しないもの又は道

路運送車両法第 4 条の規定により登録を受けている

ものを除く。）の動力源の用途 

10 鉱さいバラス製造業を営む者 

 

法附則第 12 条の 2 の 7 第 1 項第 5 号 

施行令附則第 10 条の 2 の 2 第 9 項 

 

 鉱さいバラス製造業を営む者（租税特別措置法第

十条第七項第六号に規定する中小事業者又は同法第

四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者

（以下「※中小事業者等」という。）に限る。）の

事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラ

スの集積若しくは積込みのために使用する機械（道

路運送車両法第 4 条の規定による登録を受けている

ものを除く。）の動力源の用途 

11 港湾運送業を営む者 

 

法附則第 12 条の 2 の 7 第 1 項第 5 号 

施行令附則第 10 条の 2 の 2 第 9 項 

 港湾において専ら港湾運送のために使用されるブ

ルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車

両法第 4 条の規定による登録を受けているもの以外

のものの動力源の用途 

12 倉庫業を営む者 

 

法附則第 12 条の 2 の 7 第 1 項第 5 号 

施行令附則第 10 条の 2 の 2 第 9 項 

 

 倉庫業法（昭和 31 年法律第 121 号）第 3 条の規

定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫におい

て専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフト

その他これに類する機械で、道路運送車両法第 4 条

の規定による登録を受けているもの以外のものの動

力源の用途 
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免税軽油使用者に該当する業種及び軽油の用途（令和８年４月現在） 

 免税軽油使用者（事業の主体） 免   税   用   途 

13 鉄道（軌道を含む。）に係る貨物利用運

送事業又は鉄道貨物積卸業を営む者 

 

法附則第 12 条の 2 の 7 第 1 項第 5 号 

施行令附則第 10 条の 2 の 2 第 9 項 

 

 

 駅（専用側線のために設けられたものを除く。）

の構内において専ら貨物利用運送事業法（平成元年

法律第 82 号）第 2 条第 6 項に規定する貨物利用運

送事業のうち同条第 4 項に規定する鉄道運送事業者

の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道（軌道を含

む。）により運送される貨物の鉄道（軌道を含む。）

の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使

用するフォークリフトその他これに類する機械で、

道路運送車両法第 4 条の規定による登録を受けてい

るもの以外のものの動力源の用途 

14 航空運送サービス業で総務省令で定める

もの（飛行場において航空機への旅客乗

降用設備の供用、航空貨物の積卸し若し

くは運搬又は航空機の整備を行う事業）

を営む者 

 

法附則第 12 条の 2 の 7 第 1 項第 5 号 

施行令附則第 10 条の 2 の 2 第 9 項 

規則附則第 4 条の 7 第 5 項、第 6 項 

 

空港法（昭和 31 年法律第 80 号）第 4 条第 1 項各

号に掲げる空港、同法第 5 条第 1 項に規定する地方

管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定める

ものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物

の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使

用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、

高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道

路運送車両法第 4 条の規定による登録を受けている

もの以外のものの動力源の用途 

15 廃棄物処理事業を営む者 

 

法附則第 12 条の 2 の 7 第 1 項第 5 号 

施行令附則第 10 条の 2 の 2 第 9 項 

 

 

廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地（廃棄

物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46 年

政令第 300 号）第 3 条第 3 号ロに規定する埋立地を

いう。）内において専ら廃棄物の処分のために使用

する機械（道路運送車両法第 4 条の規定による登録

を受けているものを除く。）で、廃棄物の処理及び

清掃に関する法律第十四条第十二項に規定する産業

廃棄物処分業者又は同法第十四条の四第十二項に規

定する特別管理産業廃棄物処分業者（これらの者の

うち※中小事業者等を除く。）が廃棄物の埋立地内

において専ら産業廃棄物の処分のために使用するも

の（一般廃棄物の処分のために使用することが必要

であると認められるものを除く。）以外のものの動

力源の用途 

16 木材加工業で総務省令で定めるもの（一

般製材業、単板製造業、床板製造業、木

材チップ製造業、造作材製造業、合板製

造業、建築用木製組立材料製造業、パー

ティクルボード製造業及び木材防腐処理

業）を専ら営む者 

 

法附則第 12 条の 2 の 7 第 1 項第 5 号 

施行令附則第 10 条の 2 の 2 第 9 項 

規則附則第 4 条の 7 第 7 項 

 木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事

業場内において専ら木材の積卸しのために使用する

機械（道路運送車両法第 4 条の規定による登録を受

けているものを除く。）の動力源の用途 
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免税軽油使用者に該当する業種及び軽油の用途（令和８年４月現在） 

 免税軽油使用者（事業の主体） 免   税   用   途 

17 木材市場業で総務省令で定めるもの（木

材取引のために開設される市場で、売場

を設けて定期に又は継続して開場され、

かつ、その売買が原則としてせり売り又

は入札の方法により行われる市場を開設

し、又は経営する事業）を営む者 

 

法附則第 12 条の 2 の 7 第 1 項第 5 号 

施行令附則第 10 条の 2 の 2 第 9 項 

施行令第 56 条の 57 第 1 項 

規則附則第 4 条の 7 第 8 項 

 木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事

業場内において専ら木材の積卸しのために使用する

機械（道路運送車両法第 4 条の規定による登録を受

けているものを除く。）の動力源の用途 

18 堆肥製造業で総務省令で定めるもの（肥

料取締法（昭和 25 年法律第 127 号）第

22 条第 1 項の規定により届出がされた同

項第 3 号の事業場内で行われるバーク堆

肥製造業）を専ら営む者 

 

法附則第 12 条の 2 の 7 第 1 項第 5 号 

施行令附則第 10 条の 2 の 2 第 9 項 

規則附則第 4 条の 7 第 9 項 

 堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事

業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用

する機械（道路運送車両法第 4 条の規定により登録

を受けているものを除く。以下この項において同

じ。）又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しく

は運搬のために使用する機械の動力源の用途 

19 索道事業を営む者 

 

法附則第 12 条の 2 の 7 第 1 項第 5 号 

施行令附則第 10 条の 2 の 2 第 9 項 

 

 鉄道事業法（昭和 61 年法律第 92 号）第 32 条の

規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー

場において専ら当該スキー場の整備のために使用す

る積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を

備えた機械（道路運送車両法第 4 条の規定による登

録を受けているものを除く。以下この項において同

じ。）又は雪を製造するための装置を備えた機械の

動力源の用途 

※「中小事業者等」とは、次の法人又は個人をいう。 

１ 資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人（ただし、次に掲げる法人を除く） 

（１）発行済株式等の総数等の２分の１以上が同一の大規模法人により所有されている法人 

（２）発行済株式等の総数等の３分の２以上が複数の大規模法人により所有されている法人 

（３）他の通算法人のうちいずれかの法人が次に掲げる法人に該当しない場合における通算法人 

ア 資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人のうち上記１（１）又は（２）に掲げる法人以外の法人 

イ 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人 

２ 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が 1,000 人以下の法人（ただし、当該法人

が通算親法人である場合には、上記１（３）に掲げる法人を除く。） 

３ 常時使用する従業員の数が 1,000 人以下の個人 
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軽油引取税を所管する都税事務所・支庁のご案内 

 

都税事務所 

申請をされる個人又は法 

人の住所、事務所所在地 
事務所名・所在地・電話番号 地  図 

千代田区、中央区、 

文京区、台東区、 

荒川区 

 

中央都税事務所 
事業税課 軽油引取税班 
 
〒１０４－８５５８ 

中央区新富２－６－１ 

０３－３５５３－４２８３(直通) 

 

港区、品川区、目黒区、 

大田区、渋谷区 

港都税事務所 
事業税課 軽油引取税班 
 
〒１０６－８５６０ 

港区麻布台３－５－６ 

０３－５５４９－３８１９(直通) 
 

新宿区、世田谷区、 

中野区、杉並区、 

豊島区、北区、板橋区、

練馬区 

新宿都税事務所 
事業税課 軽油引取税班 

 
〒１６０－８３０４ 

新宿区西新宿７－５－８ 

０３－３３６９－７１５５(直通) 
 

墨田区、江東区、 

足立区、葛飾区、 

江戸川区 

江東都税事務所 
総務課 軽油引取税班 
 
〒１３６－８５３３ 

江東区大島３－１－３ 

０３－３６３７－７１２５(直通) 

 

多摩の市町村全域 

立川都税事務所 
事業税課 軽油引取税班 
 
〒１９０－００２２ 

立川市錦町４－６－３ 

０４２－５２３－３１７５(直通) 
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支 庁 

申請をされる個人又は法 

人の住所、事務所所在地 
支庁名・所在地 電話番号 

大島町、利島村、 

新島村、神津島村 

大島支庁 
総務課 税務担当 
 
〒１００－０１０１ 

大島町元町字オンダシ２２２－１ 

 

０４９９２－２－４４２３(直通) 

三宅村、御蔵島村 

三宅支庁 
総務課 行政担当 

 
〒１００－11０２ 

三宅村伊豆６４２ 

０４９９４－８－５０１３（直通） 

八丈町、青ヶ島村 

八丈支庁 
総務課 税務担当 
 
〒１００－１４９２ 

八丈町大賀郷２４６６－２ 

０４９９６－２－４５１１（直通） 

小笠原村 

小笠原支庁 

総務課 行政担当 
 
〒１００－２１０１ 

小笠原村父島字西町 

０４９９８－２－３２３０（直通） 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せは、所管

の都税事務所又

は支庁の軽油引

取税担当者まで

お願いします。 
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